
●平成19年度　監査テーマ　「市立枚方市民病院の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理」について

○　包括外部監査の意見に対する改善について

№ 監査の意見(要旨） 担当部署 意見への対応（H30 .4現在）

1
1　勤務時間と勤務状況の把
握について
　　〔報告書17ページ〕

　勤務時間と勤務状況が的確に管理なされているかどう
か今一度確認を行うことが必要。

病院総務課
　各種申請方法等を所属長宛に通知し、周知を図りま
した。

2
2　薬剤部から払出後の在庫
管理について
　　〔報告書17ページ〕

　薬剤部から払い出された後の調剤室の在庫管理につ
いても、今後適切な管理が行えるよう対応策を検討する
ことが必要。

薬剤部

　平成23年度に新システムを導入し、在庫量の確認・報
告をシステム化しました。今後も年2回（9月末・3月末）
の棚卸しを継続し、適正在庫が保たれているか確認し
ていきます。

3
3　診療材料の在庫管理の効
率化について
　　〔報告書18ページ〕

　消化仕入れ方式の導入も含めて、在庫管理の効率化
についてさらに取り組みを強化することが必要。

経営企画課
　新病院整備に合わせて、医療コンサルタントと協議
し、委託内容の変更を確認し、在庫管理への取組を強
化します。

4
4　改革・改善状況についての
市民への報告
　　〔報告書18ページ〕

　「市民病院改革推進状況報告書」（平成15年3月）は市
長への報告にとどまっているが、積極的に市民に情報開
示すべき。

企画政策課
　平成19年12月から情報公開コーナーに設置していま
す。

5
5　改革の継続推進とその状
況のモニタリングについて
　　〔報告書18ページ〕

　未改善事項についてはさらに取り組みが必要であるた
め、その継続的な改革実施の推進との改善状況を継続
的にモニタリングするための仕組みの構築が必要。

経営企画課
　今後も継続的な改革実施の推進等について病院事
業運営審議委員会に報告していきます。

6

1　「市民病院基本問題懇談
会報告書」への未対応事項に
ついて
　　〔報告書21ページ〕

　「市民病院基本問題懇談会報告書」の項目No9（医療
ソーシャルワーカーの地域への派遣）、No13（薬物中毒
少年等の敬遠されがちな患者への医療サービス提供の
役割の検討）、No15（精神障害者へのケアのあり方につ
いての検討）については、理由としては理解できる部分も
あるが、議論の過程が不明であり、未対応とすることにつ
いては、懇談会報告書作成メンバーへフィードバックして
議論するなどの対応が必要。

企画政策課
経営企画課

　市民病院基本問題懇談会は、平成13年度に任務を
終了しており、市の理由及び既に市民病院基本構想検
討会議で審議した結果に基づき「基本構想」で未対応
とした事項を、市民病院基本問題懇談会メンバーに
フィードバックして議論することは不要と考えています。

7
2　監査体制の整備について
　　〔報告書25ページ〕

　監査法人等による会計監査を導入することが望ましい。 経営企画課

　
　平成28年度の包括外部監査の指摘を受け、平成29
年度は包括外部監査人と改善支援業務委託を行っ
た。

8

3　「枚方市市民病院基本計
画」における「基本構想」の取
扱い
　　〔報告書26ページ〕

　検討中の項目であっても、どのように検討していくのか
の方針を明確にし、その情報を市民に説明することが必
要。今後、その進捗状況をモニタリングしていく体制を構
築することが必要。

健康総務課

　検討中とされていた項目を含め、検討し、平成20年度
末に策定した「市立枚方市民病院改革プラン」の進捗
状況については、外部の有識者から構成する評価委員
会を設置し、プランの適切な進行管理を行っていくもの
です。なお、評価委員会は、平成22年4月に設置し、進
行状況をモニタリングする体制を構築しました。

項　目
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発生した事
件とその具
体的対応状
況

市立枚方
市民病院の
抱える課題
とその対応
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病院の信頼
回復と再建
への具体的
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9
4　広域連携について
　　〔報告書26ページ〕

　寝屋川市や交野市との広域的連携について、現在、大
阪府と医療資源の集約化について協議をしているとのこ
とであるが、「基本構想」策定後、既に4年以上が経過し
ている。迅速な対応が求められる。

健康総務課

　北河内7市における小児救急医療体制の再構築につ
いて、平成22年11月に、北河内7市で運営している「北
河内夜間救急センター」を寝屋川市から枚方市に移設
するとともに、市立枚方市民病院を本来の二次救急医
療機関として24時間365日体制で小児二次救急に迅速
に対応することとし、初期救急と二次救急医療機関の
適切な役割分担を図りました。

10
5　継続検討課題の対応スケ
ジューリングについて
　　〔報告書28ページ〕

　「基本構想」であげられた項目のうち、「枚方市民病院
基本計画」で取り上げられてはいるが、現在検討中また
は、一部実施とした項目ごとのスケジューリングを行い、
検討課題を確実に実施していくよう体制を整備することが
必要。

経営企画課

項目№6の臓器別、対象別のチーム医療の推進につい
ては、「緩和ケア」や「褥瘡対策」、「栄養管理」、「口腔
ケア」などの分野でチーム医療を実施しているほか、臓
器別チーム医療については、消化器外科と消化器内
科を隣接させ、連携した診療を行える体制を整えまし
た。№7の急性期透析の整備や№8の耐震性を備えた
施設・設備・通信手段の確保、№29の緩和ケア機能の
追加については、新病院の整備の中で対応を行いまし
た。

11
6　対応可能項目への取り組
みの早期化について
　　〔報告書28ページ〕

　新病院の整備がなくとも対応可能な項目については、
さらに対応を進めていくことが望まれる。

経営企画課
新病院は平成26年9月22日に開院しましたが、「かかり
つけ医との連携」など開院準備を進めていく中で、対応
可能なものについては対応するよう努めました。

12
7　経営形態について
　　〔報告書29ページ〕

　病院経営を効率的に継続していくための組織形態の変
更は、検討段階ではなく、実行すべき時期にきており、一
刻も早い対応が望まれる。

健康総務課

　平成23年3月に、市立枚方市民病院改革プラン評価
委員会から、「経営形態の見直しについては、地方公
営企業法全部適用の検証と地方独立行政法人化のメ
リット・デメリット等について、中期的に検討を行うこととさ
れているが、現時点で変更の必要性はない」との評価
を得ました。

13
1　経営企画を担う部署につ
いて
　　〔報告書30ページ〕

　経営形態の変更には多少時間を要することが想定され
ることから、まずは自律的に経営改革を推進し、病院経
営を行う上で必要な、調査・企画・立案を担う機能を有す
る部署の設置とそのスタッフの配置、育成が望まれる。

経営企画課 　平成20年4月に経営企画課を設置しました。

14
2　情報システムの統括部署
について
　　〔報告書30ページ〕

　コンピュータシステムの有効活用と適切な管理及び今
後の病院全体の中長期的な情報システム利用に関する
戦略立案についての機能を担い、これを統括する部署
の設置が望まれる。

経営企画課

　コンピュータシステムの有効活用と適切な管理及び今
後の病院全体の中長期的な情報システム利用に関す
る戦略立案等を統括する部署については、現在のコン
ピューターシステム利用状況から、統括する部署の設
置は必要ないと考えている。

15
監査結果及び意見に対する
措置について
　　〔報告書32ページ〕

　意見を受けて「協議を行っていきます。」「検討します。」
といった方向性が決定した段階にあり、最終的な対応が
完了していないものもある。
　今後も検討が終了し、対応が完了したものから、その検
討過程及びその結論について重ねて通知、公表していく
ことが望まれる。

健康総務課 　市ホームページにて公表しました。

病院の信頼
回復と再建
への具体的

取組み
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16
1　医事関係業務に関する外
部委託先との連携
　　〔報告書35ページ〕

　特別な事象が発生したときや、対応が分からないときに
は、所定の報告書にて医事課に報告及び質問が行われ
ているが、報告書作成者に対する回答としてだけではな
く、事務委託先に対する回答として、回答内容を文書で
残すことが必要。

医事課

　報告書、回答文書等の写しを事務委託先にも渡すと
ともに、定期的（月1回）に医事課職員と事務委託先リー
ダーの合同ミーティングを行い、連携を図っています。
また、ミーティング毎の議事録を作成するなど文書化を
図っています。

17
2　収益計上のタイミングのず
れ
　　〔報告書36ページ〕

　特に決算調整を行っていないため、3月31日の16時～
24時までの入金額は4月1日つまり翌事業年度の収入と
して処理されており、結果として収入計上の時期がずれ
ている（期間帰属が不正確）。

医事課 　年度末単位での収入計上を行いました。

18
窓口事務及
び医業収益
計上

3　返戻・査定減に対する対応
　　〔報告書36ページ〕

　現在は行われていない返戻・査定減率についての目標
値を設定することや、各診療課別・ドクター別の返戻・査
定減率の把握、分析等を実施することなどにより、返戻・
査定減率のさらなる低減に向けた取り組みを発展、継続
させていくことが望まれる。

医事課

　返戻率・査定率について、金額ベースに加え診療科
別に各月の実績を把握するように改善し、その内容に
ついて評価を行い、問題点について毎月開催している
経営企画会議及び管理運営会議で報告し、返戻率・査
定率の低減に努めています。

　返戻率
　11月（3.79％）,12月(3.49％),1月(3.86％),2月
(5.29％),3月(4.01％)
　※特に、目標値は定めていません。
　査定率
　11月(0.29％),12月(0.30％),1月(0.18％),2月
（0.35％）,3月(0.25％)
　※0.2％を「優良」、0.4％を「良」としています。

19
1　回収不能額について
　　〔報告書39ページ〕

　平成18年度末時点で追加で回収不能として認識すべ
きであった金額は、平成14年度・平成15年度に発生した
個人未収金額68百万円（分納分は除く）と、平成16年度
以降に発生した個人未収金のうち上記3要件のいずれか
に該当するものの金額の合計金額になると考えられる。

医事課

　平成20年3月議会において、使用料及び手数料条例
を一部改正し、消滅時効が完成した診療費債権の放棄
規定を設け、院内に検討会を立ち上げ、不納欠損を実
施しました。今後もこの規定に基づいて不納欠損を運
用します。

20
2　貸倒引当金計上の検討
　　〔報告書40ページ〕

　長期滞留している個人未収金に対して、会計上、貸倒
引当金の計上は必要。

経営企画課
　地方公営企業法では、計上できない旨の解釈が示さ
れています。

21
3　個人未収金の発生防止に
向けて
　　〔報告書41ページ〕

　早期に「個人未収金の発生防止等未収金管理に関す
る要綱」を完成させ、周知徹底を図ることにより、個人未
収金の発生防止への対応を実施することが望まれる。

医事課
　個人未収金の管理に関する要綱を策定し、これに基
づいた個人未収金管理を実施しています。

22

倉庫以外の
場所で保管
される棚卸
資産（対象：
医薬品、診
療材料）

倉庫以外の場所で保管される
医薬品及び診療材料につい
て
　　〔報告書43ページ〕

　倉庫以外の場所にある医薬品および診療材料につい
ても貸借対照表に計上するべき。

薬剤部
経営企画課

　〔薬剤部〕　平成20年度上期では倉庫外で金額の多
い場所（調剤室・注射室・放射線科造影剤）において、
たな卸しを行い、資産に計上しました。
　〔経営企画課〕　平成20年度3月末の貸借対照表に、
材料倉庫以外の診療材料についても資産計上しまし
た。

医業未収金
管理

棚卸資産

医業収益
及び医業
未収金

医業収益
及び医業
未収金

窓口事務及
び医業収益

計上
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23

　期末締め切り処理、実地棚卸しの方法の詳細、実地棚
卸表や棚卸誤差の取り扱いの様式等を定めた「実地棚
卸実施要領」、実施日、実施時間、分担、承認者を定め
た「実施計画」を整備し、実際にその通りに行なわれてい
ることを在庫管理責任者が確認し、その証跡を残すこと
が必要。

薬剤部
中央検査科

　〔中央検査科〕　実施棚卸実施要綱を作成し平成20
年から実施検査試薬棚卸実施要綱に沿って棚卸を実
施している。また、｢検査試薬棚卸表」を作成し各担当
者が在庫確認を行うとともに保管管理している。
　〔薬剤部〕　平成21年度より実施しています。

24
　医薬品については、薬局倉庫以外の場所で保管される
医薬品についても、「実地棚卸実施要領」「実施計画」に
より正しく実地棚卸しを実施するべき。

薬剤部 　平成21年度より実施しています。

25 　実地棚卸表は一定期間残しておくべき。 経営企画課 　平成19年9月から実施棚卸表を残しています。

26

　診療材料についても、簿外処理されている材料倉庫以
外の場所で保管されている診療材料についても「実地棚
卸実施要領」「実施計画」により正しく実地棚卸しを実施
するべき。

経営企画課
　材料倉庫以外の場所で保管されている診療材料につ
いても、平成20年度3月末から実地棚卸しを実施してい
ます。

27
1　購買手続に関する諸規程
の整備について
　　〔報告書46ページ〕

　診療材料の発注、検収、在庫管理については、正確か
つ効率的に業務を行うために、処理手続きの流れを整理
し、マニュアル、規程等を整備することが望ましい。

経営企画課 　平成21年4月にマニュアルを作成しました。

28
2　納品管理の実施について
　　〔報告書46ページ〕

　未納品一覧表を出力する事は可能であるので、これを
毎週出力して納期遅れの未納品が無い事を確認し、責
任者に報告し、その証跡を書面で残す旨を規程として整
備し、その規程を実際に運用することが望ましい。

経営企画課 　平成20年4月より実施しています。

29
固定資産の
保全

固定資産の移動手続きにつ
いて
　　〔報告書49ページ〕

　固定資産の移動があった時には、所定の様式を用いた
移動の報告及び承認が必要。

経営企画課
　所定様式による報告および承認を得るよう改善しまし
た。

30 減価償却計算
減価償却の開始時期につい
て
　　〔報告書50ページ〕

　適正な期間損益計算を実施するうえでは、翌事業年度
からではなく取得時点から減価償却計算を開始すること
が望ましい。

経営企画課
　地方公営企業法の規定に従い、年度単位で取り扱
い、今後もこれまで同様に取り扱います。

固定資産

棚卸資産
実地棚卸実
施要領及び
実施計画
（対象：医薬
品、検査試
薬、診療材
料）

棚卸資産

棚卸資産

1　実地棚卸要綱及び実施計
画の策定について（医薬品、
検査試薬）
　　〔報告書44ページ〕

実地棚卸実
施要領及び
実施計画
（対象：医薬
品、検査試
薬、診療材
料）

2　実地棚卸要綱及び実施計
画の策定について（診療材
料）
　　〔報告書44ページ〕

購買手続に
関する諸規
程の整備と
納品管理
（対象：診療
材料）
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31

1　医業従事者の職務内容と
勤務実態に合った給与体系
の実現について
　　〔報告書57ページ〕

　より透明で、かつ、医師の職務や職位に応じた給与を
支給できる給与体系作りを進めることが望ましい。

病院総務課

　　「医師の特殊勤務手当等に関する特別措置規程」
で定める職責割の支給対象者は、管理職手当の支給
対象者に含まれることを理由に、ひとつの手当として整
理して規定するようにとの意見ですが、管理職手当は
職位としての職務内容に対しての手当であり、「医師手
当の特別措置」で定める職責割の手当は、医師として
の勤務の特殊性を補うための手当の一部であり、目的
の異なった手当であることから、ひとつの手当にすること
は適切でないと思われます。

32
2　時間外診療割及び特別時
間外診療割について
　　〔報告書58ページ〕

　管理職ではない医師に対する診療手当の額が、労働
基準法の2割5分増以上の時間外割増料金の額を超えて
いるか否かの検討は、時間外に医師を労働させたケース
全てについて毎回検討すべき。また、管理職医師の診療
手当の額が深夜割増賃金の額を超えていることについて
も、市民病院は、毎回確認するべき。

病院総務課

　管理職ではない医師に対する診療手当の額が、2割5
分増以上の割増料金の額を超えているかの確認を実
施していきます。また、管理職医師の診療手当の額が
深夜割増賃金の額を超えていることについても、確認を
していきます。

33 人件費 　給与規程
3　「待機時間」の運用ルール
の規程化について
　　〔報告書58ページ〕

　市民病院で運用しているルールを規程に組み入れて
明文化することが望まれる。

病院総務課
運用ルールを明確にするため、平成27年10月に「待機
時間運用方針」を定めました。

34

1　自己申告の労働時間とタイ
ムカード記録の不一致につい
て（医師）
　　〔報告書60ページ〕

　総務課担当者が、申請内容とタイムカードの十分な
チェックが行う体制を作るべき。

病院総務課
　申請内容とタイムカードの十分なチェックを行っていき
ます。

35

2　適切な自己申告のための
説明と労働時間の実態調査
の実施について（看護師）
　　〔報告書61ページ〕

　自己申告の内容とタイムカードの差異の有無について
定期あるいは不定期に調査し、差異がある場合は、職員
が適切な自己申告を行うことについて説明するような病
院全体の仕組作りをすべき。

病院総務課

　研究活動や退勤準備等もあり、タイムカードの打刻時
刻までのすべてが、勤務した時間であるとは限りませ
ん。時間外勤務については、適切な自己申告を行うよう
に周知をしていきます。

36 人件費

庶務事務シ
ステムによる
労働時間の
自己申告

3　休暇の申請をモニターする
仕組について
　　〔報告書61ページ〕

　休暇の申請もれがないように職員に十分な説明を行
い、さらに、人事担当休暇の承認権者である所属長が、
休暇申請漏れの警告表示を定期的にチェックし、申請漏
れがあれば、職員を指導するという仕組作りが必要。

病院総務課
　職員・所属長に対し警告表示を定期的にチェックする
よう指導していきます。

37 人件費 会計処理
2　賞与引当金の計上につい
て
　　〔報告書64ページ〕

　賞与引当金の計上（平成19年3月末170,773千円）を検
討すべき。

経営企画課
　地方公営企業法の改正により、平成26年度予算より
引当金を計上しています。

人件費

庶務事務シ
ステムによる
労働時間の
自己申告

人件費 　給与規程



№ 監査の意見(要旨） 担当部署 意見への対応（H30 .4現在）項　目

38
1　契約方法について
　　〔報告書66ページ〕

　一旦購入した機器の保守料については、その性質上、
入札による費用削減は困難であるため、機器の選定時に
は初期導入費用のみならず、保守、修理、廃棄コストまで
を含めた使用期間の総額を調査する仕組みを構築する
ことが望まれる。

経営企画課

　高額・大型機器については、既に実施していますが、
その他の機器についても、購入の要望書に、保守に要
する費用や必要となる消耗品（ランニングコスト）等の記
載を求め、購入機器の決定を行う委員会において、機
器選定の判断材料としています。

39
2　委託契約の管理
　　〔報告書66ページ〕

　「建築物定期点検結果書」の指摘に対して、対応方針
を作成し、進捗状況を管理していくことが必要。

病院総務課

平成26年9月に新病院に移転してからは、法定点検、
定期点検等を実施した後は、毎月定例会で報告を受
け、経営企画会議などで対応方針を決め、進捗管理を
しています。

40 その他
食堂
　　〔報告書67ページ〕

　より多くの販売手数料収入を期待できるかどうかの視点
から業者を選定することも検討すべき。また、販売手数料
徴収後も使用料の免除を継続することが適当なのか再度
検討が必要。

病院総務課
新病院でのレストラン・売店等を一括して運営する業者
をプロポーザル方式により選定しました。

契約

委託契約


